
1 　趣旨

2 　実施方法

□ できている Ａ

■ 一部できている Ｂ

Ｃ

＝

※Ｂ、Ｃについては速やかに改善してください。

3 　点検項目

4 　参照法令

・「法」

・「規則」

・「指針」

・「感染症告示」

・「消防法」

・「消防規則」

・「消防令」

・「水防法」

・「土砂災害防止法」 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律
第57号)

該当なし

該当あり

老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令第28号）

前橋市有料老人ホーム等設置運営指導指針（平成24年3月29日伺定め）

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順
（平成18年3月31日厚生労働省告示268号）

消防法（昭和23年法律第186号)

水防法（昭和24年法律第193号）

老人福祉法（昭和38年法律第133号）

　サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホーム等にあっては、灰色で網掛け
された項目について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項に定める登録基準に適
合しているか確認してください。

消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）

消防法施行令（昭和36年政令第37号）

「点検内容」欄 等　□書き

できていない

該当なし

「評価」欄 (　) 書き

Ｒ０７０６版

法人代表者
職・氏名

管理者名

法人名

有料老人ホーム等　自主点検表
種別

（介護付・住宅型・健康型・サ高住）施設名

　この有料老人ホーム等自主点検表は、老人福祉法、老人福祉法施行規則及び前橋市有料老人
ホーム等設置運営指導指針を基に、有料老人ホーム等の管理運営に当たって遵守すべき事項や参
考とすべき事項をまとめたものです。
　各有料老人ホーム等におかれましては、入居者の安全・安心を確保し、良好なサービスを提供
するため、この自主点検表を活用し、定期的な自主点検を行っていただくようお願いします。

　各項目の「点検内容」に対して、次の区分により、「評価」欄等に自主点検した結果を記入し
てください。

連絡先
電話番号
記入者
職・氏名

記入年月日 令和　　　年　　　月　　　日



１　施設の概況

年 月 日

1

年 月 日

2

年 月 日

月 日現在）

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

前橋市内 （ 人 ）、その他県内（ 人）、県外 （ 人）

（ 人）

昼間に常時配置する介護・看護職員数 （ 人） ※管理者を除く

（ 人）

（ 人）

合計

栄養士

看護師・准看護師

機能訓練指導員

4

入居時の住所地：

生活相談員

管理者（施設長）

介護職員

職種 施設ｻｰﾋﾞｽ
に従事

介護保険ｻｰ
ﾋﾞｽと兼務

施設ｻｰﾋﾞｽ
に専従

介護保険ｻｰ
ﾋﾞｽと兼務

合計

常勤 非常勤

生活保護受給者：

医療的対応が必要な入居者※胃ろう・たん吸引その他　　

5

事業
対象者

要介護

3

夜間及び深夜に常時配置する職員数
介護・看護職員

宿直等

職員数

※
施設サービスに従
事する者の人数を
記載する

※
配置基準は１４を
参照

調理員

その他

設置届

　入居者数の内訳

開設日

入居者数

　入居者数

　定員

65歳
以上
65歳
未満

合計

介護度
1

　有料老人ホーム等として当初の開設日（入居を開始した日）

　現在の事業者となった日（過去に事業者が変更している場合のみ記載）

※記入時点（

合計
2 1 2

自立
要支援

有料老人ホーム等 1



１　施設の概況

家賃の （ ）月分

最低（ ）円～ 最高（ ）円

（初期償却割合） %

（ ）円

（ ）月　※記入例：60月

□ 無

□ 有 （ □ 銀行、□ 信託会社、□ 有料老人ホーム協会

□ 保険会社、 □ その他）

※名目にかかわらず月額利用料以外の入居時支払額

名目 （ ）

金額 （ ）円

返還対応 □ 有 □ 無

（ ）円

（ ）円 ※３食×３０日の額

（ ）円

（ ）円

（ ）円・内容 （ ）

（ ）円・内容 （ ）

（ ）円

施設が提供するサービス（介護保険外の自費サービス）で該当するものにチェック

□ 食事 □ 居室内清掃 □ 洗濯

□ 健康管理 □ 買物等代行 □ 見守り・生活相談

□ 介護（介護保険サービスを除く）

□ □

□ □

家賃等の前払金

介護費用一時金

□

□

家賃・居室料金

食費

想定居住期間

□

□ □

保全措置の有無・
方法

その他一時金

□

□ □

□ □

敷金

施設提供サービ
ス

入居者が利用し
ている外部サー
ビス

※
訪問介護、通所介
護、訪問看護、居
宅介護支援等で主
なもの

施設種別 施設名 利用者数
施設ｻｰﾋﾞｽと
同一事業者

併設

管理費・共益費

生活サービス費

その他

計

月額利用料

前払金等

※
10～13を参照

有料老人ホーム等 2



２　建物の状況等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

□

□

□

□

□

□ RC造 □ 鉄骨造 □ 木造 ・　階数（ ）階

2 （　 　）

□

□

有料老人ホーム等の施設の延床面積 （ ）㎡

1 （　 　）

2 （　 　）

□ 1人利用 居室数（ ）室

□ 夫婦等相部屋あり 居室数（ ）室

□ その他相部屋あり 居室数（ ）室

有効面積 （ ㎡～ ㎡）

3 （　 　）

□

□

□

指針
5(1)(4)(5)

１
建物の構造

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

居室は個室（サービス提供上必要と認められる場合を除
く）であり、床面積（便所及び収納設備を含め、壁芯方法
による。）は1人当たり13㎡以上ですか。

２人部屋の居室は、サービス提供上必要と認められる場合
であり、床面積（便所及び収納設備を含め、壁芯方法によ
る。）は1人当たり10.65㎡以上ですか。

指針5(2)

例外規定
指針6(2)
(3)(5)

指針5(6)
指針5(9)ｱ

指針5(7)
指針5(9)ｳｵ

２
居室等

※
既存建築物等の特例
を受けている場合は
６も参照

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

耐火建築物等でないが木造平屋建てでかつ安全性が確
保されており、設置届の際に指針に適合していると認
められている。

次の設備について、適当な規模及び数を設けていますか。

便所（居室内か、各階ごとに居室に近接していること。緊
急通報装置を備えること。）

浴室（入居者の状態に応じて使用に適した設備）

洗面設備

耐火建築物等でないが延べ床面積200㎡未満かつ階数３
以下の戸建て住宅等を利用する場合であって、在館者
が迅速に避難できる措置を講じている。

建物の構造

耐火建築物

準耐火建築物

建物は建築基準法に定める耐火建築物又は準耐火建築物で
すか。

いずれでもない

建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及
び構造設備を有していますか。

建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の
保健衛生について十分考慮されていますか。

建物の設計は「高齢者が居住する住宅の設計に係る指
針」を踏まえて、入居者の身体機能の低下や障害が生
じた場合にも対応できるよう配慮していますか。

有料老人ホーム等 3 



２　建物の状況等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

4 （　 　）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

（　 　）

□

□

①片廊下（ ｍ～ ｍ）

②中廊下（ ｍ～ ｍ）

（　 　）

※増改築を行った時期 （ 年度）

※増改築の内容 （ ）

1 （　 　）

□ 有 □ 無

2 （　 　）

□ □ □ □

3 （　 　）

□ □ □ □

２
居室等（続き）

※
既存建築物等の特例
を受けている場合は
６も参照

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

４
施設の増改築

３
廊下幅

※
既存建築物等の特例
を受けている場合は
６も参照

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外 現状の廊下幅

指針4(2)

指針4(3)ｲ
(ｲ)

指針4(3)ｱ
(ｳ)

自動更新あり 自動更新なし20年以上 20年未満

借家の場合、建物の賃貸借契約期間が20年以上であり、自
動更新条項が契約に入っていますか。

※入居者との入居契約において契約期間の定めがある場合
を除く

30年以上 30年未満 自動更新あり 自動更新なし

５
土地建物の権利

根抵当権もしくは有料老人ホーム等と関係ない抵当権があ
りますか。

借地の場合、借地契約の期間は30年以上であり、自動更新
条項が契約に入っていますか。

※入居者との入居契約において契約期間の定めがある場合
を除く

法29条第2
項
規則第20条
の5の2

指針5(8)
指針5(9)ｲｴ

すべての居室が個室（居室内に便所・洗面設備設置）で、
床面積18㎡以上の場合…片廊下1.4ｍ以上かつ中廊下1.8ｍ
以上である。

上記以外の場合…片廊下1.8ｍ以上かつ中廊下2.7ｍ以上で
ある。

談話室又は応接室

機能訓練室（専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を
行うために適当な広さの場所が確保できる場合を含む。）

　設置届の後に施設の増改築を行っていますか。行っている場
合は、変更の日から１か月以内に有料老人ホーム変更届を市介
護保険課へ提出していますか。

食堂(入居者一人当たり2㎡以上の床面積を確保すること。)

サービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設けています
か。

指針5(9)ｶ
有効幅が次の基準を満たしていますか。

洗濯室

汚物処理室

健康・生きがい施設（スポーツ、レクリエーション等のた
めの施設、図書室その他の施設）

事務室、宿直室その他の運営上必要な設備

医務室（診療所の構造設備の基準による。）又は健康管理
室

看護・介護職員室

有料老人ホーム等 4 



２　建物の状況等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

（　 　）

ア □

イ □

①すべての居室が個室であること。
②居室・廊下幅等の基準不適合について、重要事項説
明書又は管理規程に記入し、入居者に説明しているこ
と。
③基準適合と同等の効果があると認められる代替措置
を講じている（例：入居者の廊下の移動を職員が介助
するなど）か、もしくは、将来の改善計画を策定し入
居者に説明していること。

指針6(1)

※
旧高専賃の
適用除外
6(5)

①居室・廊下幅等の基準不適合について、文書により
入居者に説明していること。
②外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活
動の実施などにより、事業運営の透明性が確保され、
かつ、入居者に対するサービスが適切に行われている
など、適切な運営体制が確保され市長が個別に認めた
もの。

６
既存建築物等の特
例

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

　既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員
９人以下の有料老人ホームについて、指針５（９）の居室及び
廊下幅等の基準を満たすことが困難であり、既存建築物等の特
例を適用する場合は、次のア又はイの基準を満たしています
か。

有料老人ホーム等 5 



３　消防設備・非常災害対策

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

①スプリンクラー設備の有無 □ 有 □ 無

②火災通報装置の有無 □ 有 □ 無

③自動火災報知設備の有無 □ 有 □ 無

④消火器の配置 台数： 台

⑤カーテン等の防炎物品の使用 □ 有 □ 無

⑥通路の誘導灯の有無 □ 有 □ 無

⑦避難経路の表示の有無 □ 有 □ 無

⑧消防設備点検（直近） 年 月

⑨消防署の立入検査・指導等 □ 有 □ 無

⑩消防署指導事項 □ 有 □ 無

※

2 （　 　）

3 （　 　）

消防法の基準については、各自、法令又は消防関係機関等
が発行した資料により確認願います。
・要介護3以上が定員の半数以上
→原則全ての施設でスプリンクラー等①～③の設備が必要

消火器具、火災報知設備などの消防用設備等に係る機器点
検については、６か月ごとに行っていますか。

前項2の点検結果について、1年に１回消防署に報告してい
ますか。

建物には、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火
設備、警報設備、その他災害等に対応するための設備を設
けていますか。

７
消防設備

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

消防法第17
条
消防令第7
条
指針5(3)

消防法第17
条の3の3
消防規則第
31条の6
消防法施行
規則の規定
に基づき、
消防用設備
等又は特殊
消防用設備
等の種類及
び点検内容
に応じて行
う点検の期
間、点検の
方法並びに
点検の結果
についての
報告書の様
式を定める
件（平成16
年消防庁告
示第9号）
第3

有料老人ホーム等 6



３　消防設備・非常災害対策

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

※届出年月日 年 月 日

2 （　 　）

※届出年月日 年 月 日

3 （　 　）

4 （　 　）

① 年 月 日

② 年 月 日

5 （　 　） 指針8(6)ｲ

6 （　 　） 社会福祉施
設における
防火安全対
策の強化に
ついて（昭
和62年9月
18日社施第
107号）
6(1)

7 （　 　） 指針8(8)

8 （　 　）

事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応できるよ
う具体的な計画（緊急時の対応マニュアル等）を立ててい
ますか。

防火管理者を選任し、消防署に届出をしていますか。

水防法第15
条の3
土砂災害防
止法第8条
の2

消防計画は職員に周知していますか。

夜間を想定した対応訓練を実施していますか。

直近2回の実施日

消防法第8
条第1項
消防令第3
条の2第2項
及び別表第
一(六)項ﾛ
消防規則第
3条第10項
及び第11項
社会福祉施
設における
防火安全対
策の強化に
ついて（昭
和62年9月
18日社施第
107号）
指針8(6)ｱ

「洪水浸水想定区域」または、「土砂災害（特別）警戒区
域」内に存在する施設は、避難確保計画を作成し介護保険
課へ提出していますか。

防火管理者は、消防計画等に基づき消火、通報及び避難訓
練を年２回以上行っていますか。
また、訓練を実施する場合、あらかじめ、その旨を消防署
に通報していますか。

※消防法の規定が及ばない場合も年２回以上の実施が望ましい。
※年1回程度、消防署と連携して実施すること。

前記4の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる
よう連携に努めていますか。

消防令第3
条の2第1項
消防規則第
3条第1項

８
非常災害時等、緊
急時の対応

消防計画を作成し、消防署に届出をしていますか。

消防法第8
条第2項
消防規則第
3条の2第1
項
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４　老人福祉法に規定する事項

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

（　 　）

設置届 年 月 日

開設届 年 月 日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

保全措置を講じたことを証する書類

契約解除時に前払金（一時金）の一部（厚労省令で定める
方法により算定される額）を返還する旨を規程した契約の
内容

事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

長期の収支計画

入居契約書及び重要事項説明書（入居希望者に交付する日
常生活上の便宜の内容、費用負担、入居契約の重要事項を
説明することを目的として作成した文書）

職員の配置の計画

前払金（一時金）、利用料その他の入居者の費用負担の額

設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

施設の運営の方針

入居定員及び居室数

事業開始の予定年月日

施設の管理者の氏名及び住所

施設において供与される介護等の内容

建物の規模及び構造並びに設備の概要

建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類

（届出事項）

施設の名称及び設置予定地

設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等

９
届出

※サービス付き高齢
者向け住宅にあって
は指針適用外

有料老人ホームの届出を適切に行っていますか。
（設置届の事項に変更があったときは変更日から１月以内に届
出）
（廃止又は休止する場合は、１月前までに届出）

法第29条第
1項～第3項

規則第20条
の5
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４　老人福祉法に規定する事項

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

（　 　）

（　 　）

※

（　 　）

※

（　 　）

※

①

②

※

①

②

　家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与
の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を
受領していませんか。

１０
権利金等の受領禁
止

法第29条第
8項

法第29条第
9項
規則第20条
の10
指針11(2)ｲ

債務保証は、銀行との連帯保証委託契約、信託会社との信
託契約、公益社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者生
活保証制度など

　前払金の返還に備えて銀行等の債務保証による必要な保全措
置を講じていますか。

想定居住期間内の契約解除・終了は、一時金の額から、契
約解除・終了日以降の残りの期間について日割計算した家
賃等の金額を引いた額。

一定金額

3月までの契約解除・終了は、家賃等月額を30で割った額
に、入居日から契約解除・終了日までの日数をかけた額。

一定期間内

入居後3月までの間の契約解除・終了の場合は3月

入居後想定居住期間までの間の契約解除・終了の場合は想
定居住期間

　入居契約等は、入居日から一定期間内※に入居契約等の解
除、死亡終了した場合に、前払金から一定金額※を控除した額
を返還する旨の契約を締結することになっていることから、入
居契約書等に返還額について明示し、入居契約に際して入居者
に説明するとともに、前払い金の返還を確実に行っています
か。

　敷金（6月分を限度）を除く家賃等の費用※の全部・一部を前
払金として受領する場合、前払金の算定基礎を書面で明示して
いますか。

１２
前払金の保全措置

１３
前払金の返還

家賃、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金
その他名称を問わず、家賃・施設の利用料・介護、食事の
提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価とし
て収受する全ての費用

法第29条第
9項
規則第20条
の9
指針11(2)ｲ

１１
前払金の算定基礎

法第29条第
10項
規則第21条
指針11(2)ｶ
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

□

□

□

□

2 （　 　） 指針7(1)ｲ

3 （　 　）

□

夜勤職員 （ ）人、 宿直者 （ ）人

□

4 （　 　）

□

□

□

□

□

※

□

入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、呼称にかか
わらず、次の職員を配置していますか。

１４
職員の配置

指針7(1)ｱ

入居者の実態に即し、夜間の介護及び緊急時に対応できる
数の職員を配置していますか。

介護サービスを提供する有料老人ホーム等の場合は、上記
の他、提供する介護サービスの内容に応じ、次のとおりと
なっていますか。
（介護付有料は別途、指定基準による）

指針7(1)ｳ

直接処遇職員（介護・看護職員）の体制が、介護サービス
の安定的な提供に支障がない体制となっている。

要介護者数２５人ごとに常時１人以上を目安として直接処
遇職員を配置している。

看護職員（看護師・准看護師）を置く場合は、入居者の健
康管理に必要な数を配置している。

機能訓練指導員を置く場合は、必要な機能訓練を行う能力
を有する者を配置している。

１人以上の介護福祉士又は介護職員初任者研修課程※を修
了した者を配置している。

管理者等の介護サービスの責任者は、高齢者の介護につい
て知識、経験を有する者を配置している。

旧課程（介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課
程又は２級課程）を修了している者については、全て介護職
員初任者研修の修了者とみなす。

夜間・深夜の連絡体制を整備している。

管理者

生活相談員（サ高住は状況把握サービス及び生活相談サー
ビスを提供する職員）

栄養士（献立作成を委託している場合を除く）

調理員（食事提供を委託している場合を除く）

常時１人以上の職員を配置していますか。

夜間及び深夜に職員を配置している。
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

2 （　 　）

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　） 指針7(3)ｲ

4 （　 　）

5 （　 　） 指針7(3)ｳ

6 （　 　）

7 （　 　）

（　 　） 指針9(2)

（　 　）

指針9(4)

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

5 （　 　）

6 （　 　）

指針9(3)

※職員体制
指針7(1)

１９
虐待防止の取り組
み

　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律（以下、虐待防止法という）に基づき、次の事項を実施し
ていますか。

虐待防止法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居
者の保護のための施策に協力すること。

虐待防止法第20条の規定に基づき、苦情の処理の体制の整
備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるこ
と。

虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装
置等を活用して行うことができる。）を定期的に開催する
とともに、その結果について、職員に周知徹底を図るこ
と。

虐待の防止のための指針を整備すること。

職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
こと。

前項2から4までに掲げる措置を適切に実施するための担当
者を置くこと。

　有料老人ホーム等の職員が、介護保険サービスその他の業務
を兼ねる場合は、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務
状況を明確にし、適切に勤務表の作成・管理を行っています
か。

就業中の衛生管理について十分な点検を行っていますか。

１６
職員の衛生管理等

職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健
康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的
に健康診断を行っていますか。

１５
職員の研修

介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、
介護支援専門員等、医療・福祉関係の資格を有する者を除
く）に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために事業
者として必要な措置を講じていますか。

１７
職員に対するサー
ビスの周知

　設置者は、職員に対しても、自らの施設のサービスもしくは
各入居者との契約に基づくサービスの内容を十分に周知徹底し
ていますか。

１８
勤務表の作成及び
管理

職員は自身の行動歴を日頃から記録し、感染が疑われる症
状が出た場合等は報告できるようにしていますか。

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラス
メントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に
周知・啓発を行っていますか。

カスタマーハラスメントの相談に応じ、適切に対応するた
めの体制を整備していますか。

職員の兼業の把握に努めていますか。

職場におけるハラスメントに関する相談への対応のための
窓口をあらかじめ定め、職員に周知する等、必要な措置を
講じていますか。

職員に定期的に研修を実施していますか。

生活相談員、直接処遇職員に、高齢者の心身の特性、サー
ビス内容、介護の知識・技術、作業手順等の研修を行って
いますか。

指針7(3)ｱ

指針7(2)ｱ

指針7(2)ｲ
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

（　 　） 指針8(1)

（　 　） 指針8(2)

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

①

②

③

④

⑤

⑥

4 （　 　）

5 （　 　）

6 （　 　）

7 （　 　）

8 （　 　）

（　 　） 指針8(4)

□ □

□

有料老人ホーム等の修繕及び改修の実施状況

２３
個人情報の取り扱
い

　名簿及び帳簿における個人情報の取り扱いについては、個人
情報の保護に関する法律及び厚生労働省の「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を
遵守していますか。

法第29条第
6項
規則第20条
の6
指針8(3)

生活相談サービス　※項目２９を参照

安否確認又は状況把握サービス　※項目３３を参照

洗濯、掃除等の家事の供与

健康管理の供与　※項目３０を参照

入浴、排せつ又は食事の介護　※項目２８、３２を参照

食事の提供　※項目２８を参照

入居者に提供したサービスの内容

前払金、利用料等、入居者が負担する費用の受領の記録

２１
名簿の整備

　緊急時において迅速かつ適切に対応できるようにする観点か
ら、入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した
名簿を整備していますか。

２２
帳簿の整備

　次の帳簿を作成し、２年間保存していますか。

２０
管理規程の制定

　入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、
介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示し
た管理規程を設けていますか。（上記内容を含み、入居者に対
する説明事項を適切に提示している資料であれば管理規程とし
て扱って差し支えない。）

身体的拘束の記録　※項目３９を参照

身体的拘束の態様、時間、入居者の状況、緊急やむを得な
い理由

提供サービスに係る入居者・家族からの苦情の内容
※項目４７を参照

苦情等がない場合は記録簿・方法を定めていますか。

サービス提供による入居者の事故の状況・処置の内容
※項目４８、４９を参照

事故等がない場合は記録簿・方法を定めていますか。

サービス提供を他の事業者に委託している場合は、当該事
業者の名称、所在地、契約事項、業務の実施状況

設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項
例：設備の点検記録、職員の名簿、勤務計画及出勤記録、出納
簿、入居者の名簿・連絡先・家族等の基本情報、など

利用目的の特定と公表

本人への説明と同意 家族等への説明と同意
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　） 指針8(5)

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

1 （　 　） 指針8(9)

①

※

②

③

1

2

3

4

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

診療科目協力医療機関等の名称
※複数ある場合は、感染症対応の際の窓口と
なる医療機関の番号に〇を附記

次の事項を遵守していますか。

感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇
を継続的に実施するため、業務継続計画を策定し、必要な
措置を講じていますか。

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務
継続計画の変更を行っていますか。

２４
業務継続計画の策
定等

想定される災害等は地域によって異なるものであることか
ら、業務継続計画の項目は実態に応じて設定しています
か。
※感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定すること
を妨げるものではない。

職員に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及
び訓練を定期的に実施していますか。

※業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、
他の設置者との連携により行うことも差し支えない。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定
指定医療機関(「第二種協定指定医療機関」という。)との
間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9
項に規定する新感染症をいう。)の発生時等の対応を取り決
めるよう努めていますか。

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい
ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症
の発生時等の対応について協議を行っていますか。

入居者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、
当該入居者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお
いては、再び当該有料老人ホーム等に速やかに入所させる
ことができるよう努めていますか。

入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ医療
機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めてい
る。

協力内容等を入居者に周知している。

あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力
内容を取り決めておくよう努めている。

入居者の急変時等に相談対応や診療を行う体制を
常時確保した協力医療機関を定めるよう努めるこ
と。

２５
医療機関等との連
携

歯科
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

5 （　 　）

6 （　 　）

①

②

7 （　 　）

①

②

（　 　）

①

②

③

1 （　 　） 指針8(11)

2 （　 　）

（年 回開催）

（直近の開催日 年 月 日）

□

□

□

□

□

□

運営懇談会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ
る。）を設置していますか。

第三者的立場にある者（学識経験者、民生委員など）が参
加するよう努めている。

記録を作成、保管している。

入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めている。

入居者の状況、サービス提供の状況、入居費用等に関する
収支等の内容を定期的に報告、説明している。

次の事項を遵守していますか。

次の事項を遵守していますか。

医療機関から入居者の紹介等不適切な利益を得ていな
い。

入居者は医療機関を自由に選択できる。

入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協
力医療機関による医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援
を行っていますか。

指針8(10)
指針2(5)

入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこ
と。

特定の事業者のサービス提供に限定又は誘導しないこ
と。

協力医療機関及び入居者が診療を受けている医療機関が、
有料老人ホーム等内における感染症の発生状況を速やかに
把握できるよう、次の事項について情報共有が図れるよう
になっていますか。

前記①について保健所等へ相談した場合には、当該相
談内容及び保健所から指示された内容

有料老人ホーム等施設全体の発熱状況等健康状態

近隣の介護サービス事業所を入居者に情報提供するこ
と。

運営懇談会を設置している場合は管理規程等に沿って開催
していますか。

２５
医療機関等との連
携（続き）

管理者、職員及び入居者が構成員に入っている。

入居者、入居者の身元引受人・家族に開催を周知し、必要
に応じて参加できるよう配慮している。

２７
運営懇談会の設置
等

２６
介護サービス事業
所との関係
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

3 （　 　）

①

（ ）

②

□

□

（ ）

□

（　 　）

□

□

□

※

□

□

□

（ ）

1 （　 　）

2 （　 　）

２９
生活相談・助言等
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

２８
食事サービス
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

入居時には、入居者の心身の健康状況等について調査をし
ていますか。

入居者の希望に応じて、居室での提供等配慮すること。

献立表を作成すること。

高齢者に適した食事を提供すること。

弁当等の完成品を納品し、職員は配膳するのみ。

御飯等は施設内で調理。おかず等は外部から納品し、加温
や配膳を職員が行う。

上記代替措置の入居者への説明

入居者の家族との個別の連絡体制の確保

設置・開催が困難な理由

代替措置

委託・納品業者の名称

運営懇談会を設置していない、もしくは開催が困難な場合
（出席者が集まらない等）は、次の代替措置を講じていま
すか。

２７
運営懇談会の設置
等（続き）

・上記代替措置の具体的内容

入居者の各種相談に応じ、適切な助言等を行っています
か。

食事の提供方法で概ね当てはまるものにチェックしてくだ
さい。

全て（御飯・汁物・おかず）を施設内で調理

地域との定期的な交流の確保

指針9(1)ｱ

指針9(1)ｲ

　食事サービスについて、次の点を遵守して提供していますか。

有料老人ホーム等 15 



５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

5 （　 　）

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

5 （　 　）

6 （　 　）

7 （　 　）

8 （　 　）

9 （　 　）

３０
健康管理と治療へ
の協力
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

入居時及び定期的に健康診断（歯科を含む）の機会を設け
るなど、入居者の希望により健康診断が受けられるように
していますか。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を
検討する委員会（以下、「感染症対策委員会」という。）
をおおむね６月に1回以上開催するとともに、その結果につ
いて、職員に周知徹底を図っていますか。
※感染症対策委員会はテレビ電話装置等を活用して行うこ
とができる。

３１
衛生管理等

医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられ
るよう医療機関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の
協力を行っていますか。

医薬品及び医療機器の管理を適正に行っていますか。

入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に
ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講
じていますか。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を
整備していますか。

職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の
ための研修を定期的に実施していますか。

有料老人ホーム等ごとに感染症及び食中毒の予防及びまん
延の防止のための責任者を選出していますか。

前項7で選出した責任者を中心に、感染症及び食中毒の予防
及びまん延の防止のための指針に則った取組を徹底してい
ますか。

常に入居者の健康状況に注意し、必要に応じて健康保持の
ための適切な措置を講じていますか。

健康診断及び健康保持のための措置の記録を（入居者の希
望に応じて）保管していますか。

入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合に
は、介助等日常生活の世話を行っていますか。

指針8(7)ｲ

感染症対策委員会において検討するため、前記7で選出した
責任者を中心に、施設内の感染対策の状況について定期的
に確認を行っていますか。

職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
を定期的に実施していますか。

指針8(7)ｱ

指針9(1)ｳ
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

10 （　 　）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ア

イ

ウ

⑧

1 （　 　） 指針9(1)ｴ

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

5 （　 　）

6 （　 　）

常時介護に対応できる職員の勤務体制を確保しています
か。
※項目１４（職員の配置）、項目１８（勤務表）を参照

契約内容に基づき、入居者の自立を支援するという観点に
立って処遇をしていますか。

「厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われ
る際の対処等に関する手順」（平成18年3月31日号外厚生労
働省告示第268号）に準じた対応を行っていますか。
（通知の要旨）

入居者について、感染症又は食中毒の発生を疑ったと
きは、速やかに管理者に報告する体制を整えること。

介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約
に基づきサービス提供を行っていますか。

３２
介護サービス
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

３１
衛生管理等（続
き）

有料老人ホームが行うべき介護サービス（医療行為を除
く）を老健、病院、診療所又は特養等に行わせていません
か。

指針8(7)ｲ
感染症告示

ア及びイの場合のほか、通常の発生動向を上回る
感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必
要と認めた場合

同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以
上発生した場合

介護記録を作成し、保管していますか。

主治医との連携を十分図っていますか。

管理者は、感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき
又は報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示
を行わなければならないこと。

従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康
状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を
講ずるとともに、従業者及び利用者に対して手洗いや
うがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらに
よると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に
2名以上発生した場合

管理者は、下記アからウまでの場合には、有症者等の
人数、症状、対応状況等を市及び保健所に迅速に報告
するとともに、市又は保健所からの指示を求めること
その他の措置を講じなければならないこと。

上記⑦の報告を行った施設等は、その原因究明のた
め、有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、
便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならな
いこと。

看護職員は、施設内等において感染症若しくは食中毒
の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速や
かな対応を行わなければならないこと。

従業者は、有症者等の状態に応じ、協力病院をはじめ
とする地域の医療機関等との連携を図ることその他の
適切な措置を講じなければならないこと。

感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況
が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じ
た措置等を記録しなければならないこと。
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　） 指針9(1)ｵ

2 （　 　）

（　 　） 指針9(1)ｶ

（　 　） 指針9(1)ｷ

1 （　 　） 指針9(1)ｸ

2 （　 　）

1 （　 　）

・

・

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

1 （　 　）

2 （　 　）入居者の外出の機会を確保するよう努めていますか。

本人又は身元引受人等への定期的報告を行っていますか。

金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定
期的報告等を管理規程等で定めていますか。

指針9(1)ｺ常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との
交流等の機会を確保するよう努めていますか。

指針9(1)ｹ

３３
安否確認又は状況
把握
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

３４
機能訓練
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

３６
身元引受人への連
絡等
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

３８
家族との交流・外
出の機会の確保
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

金銭等管理の依頼又は承諾を書面で確認していますか。

３５
レクリエーション
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

（やむを得ない場合）

３７
金銭等管理
（契約内容に基づ
き、自ら提供する場
合）

入居者本人が特に設置者に依頼した場合

必要に応じて、身元引受人等への連絡等を行い、本人の意
向に応じて、関連諸制度、諸施策の活用について迅速かつ
適切な措置を講じていますか。

要介護者等の入居者の生活・健康状況、サービス提供状況
を身元引受人等へ定期的に報告していますか。

入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原
則とし、以下に示すやむを得ない場合にのみ、例外的に設
置者がその管理を行うこととしていますか。

入居者本人が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭
等の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身
元引受人等の承諾を得たとき

入居者が希望しない場合であっても、毎日１回以上、安否
確認を実施していますか。

　要介護者等の生活の自立支援を図る観点から、身体的、精神
的条件に応じた機能訓練等を実施していますか。

　入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを
実施していますか。

入居者の安否確認・状況把握については、プライバシーの
確保に十分に考慮し、入居者の意向確認等を行い、できる
限り意向を尊重していますか。
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　） 指針9(5)

2 （　 　） 指針9(6)

※

3 （　 　） 指針9(7)

・

・

・

・

（　 　） 指針10(3)

□

□

□

□

□

□

□

□

（　 　） 指針10(4)

身体的拘束等適正化対策委員会（テレビ電話装置等を活用
して行うことができる。）を3か月に1回以上開催してい
る。

緊急やむを得ない理由については、「切迫性・非代替
性・一時性」の要件の確認等の手続きを極めて慎重に
行い、具体的な内容について記録すること。

常に適正な資金残高があること。

前払金の償却年数は、入居者の終身にわたる居住が平均的
な余命等を勘案して想定される期間とすること。

緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様・
時間・入居者の心身状況・緊急やむを得ない理由を記録し
ていますか。

４０
資金収支計画及び
損益計画

長期安定的な経営が可能な計画であること。

最低３０年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも３年
ごとに見直しを行うこと。

借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画と
なっていること。

適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。

長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、
入退去率、入居者数及び要介護者発生率を勘案すること。

人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込ん
でいること。

４１
経理・会計の独立

　次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定
していますか。

　有料老人ホーム等以外にも事業経営を行っている経営主体に
ついては、当該有料老人ホーム等についての経理・会計を明確
に区分し、他の事業に流用していませんか。

入居者、他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動
を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っ
ていませんか。

身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施してい
る。

身体的拘束等適正化対策委員会の結果について、従業者に
周知徹底を図っている。

身体的拘束等の適正化のための指針を整備している。

身体的拘束等の適正化を図るために、以下の措置を講じて
いますか。

３９
身体的拘束等
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

1 （　 　）

※

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

□

□

□

□

□

有料老人ホームの類型又はサ高住登録を受けている旨

指針12(4)ｳ

設置者の概要

重要事項説明書は、入居相談があったときに入居しようと
する者に対して、書面により交付していますか。

法第29条7
項
規則20条の
5第16号、
第20条の7
及び第20条
の8
指針12(4)ｱ
及びｲ

入居希望者が十分理解した上で契約を締結できるよう、契
約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書及び
実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書
について説明を行い、説明者及び説明を受けた者の署名を
行っていますか。

指針12(1)ｱ

指針12(1)ｲ

指針12(1)ｳ

契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについ
て、事前に十分説明していますか。

前払金の内金は、前払金の20％以内とし、残金は引渡し日
前の合理的な期日以降に徴収していますか。

入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金
の全額を返還していますか。

４２
契約締結に関する
手続等

重要事項説明書又は契約書では、入居希望者が次の事項を
理解できる内容となっていますか。

入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種
類

入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨

４３
重要事項の説明等

法令に基づく情報の開示において、指針の別紙様式に基づ
き、重要事項説明書を作成していますか。

別紙様式の別添１「事業者が運営する介護サービス事業一
覧表」及び別添２「入居者の個別選択によるサービス一覧
表」について重要事項説明書の一部である。

指針に基づく指導事項がある場合はその旨

指針12(4)
ｳ､ｴ
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　） 指針12(2)
ｱ、ｴ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

2 （　 　） 指針12(2)
ｲ、ｳ、ｵ、ｶ

①

②

③

④

3 （　 　） 指針12(2)ｷ

4 （　 　） 指針12(2)ｸ

5 （　 　） 指針12(3)

４４
契約内容等

入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、
極度額の設定を含み民法の規定に従っていますか。

　入居契約書において次の事項を明確に記載しています
か。

一定の要介護状態になった入居者が一般居室から介護
居室若しくは提携ホームに住み替える契約の場合、契
約の解除又は居室変更の場合の一連の手続及び、差額
が発生した場合の取扱い

入居契約書の作成においては、消費者契約法第２章２節
（消費者契約の条項の無効）の規定により、事業者の損害
賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額
を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項に
ついては無効となる場合があることから、十分に留意して
いますか。

有料老人ホームの類型又はサ高住の登録を受けている
旨

利用料等の費用負担の額

提供サービス等の内容

入居開始可能日

身元引受人の権利・義務

契約当事者の追加

契約解除の要件及びその場合の対応

前払金の返還金の有無、算定方式、支払時期

介護サービスを提供する場合は、介護サービスを提供
する場所、サービスの内容、頻度及び費用負担等

賃貸借契約方式による場合は、賃貸借契約とサービス提供
契約は別個に締結していますか。（状況把握サービス及び
生活相談サービスに係る内容はこの限りではない）

設置者の契約解除の条件が入居者の権利を不当に狭め
るものとなっていないこと

入居者、設置者双方の契約解除条項

　入居契約書もしくは管理規程等において次の事項を明確
に記載していますか。

利用料等の改定のルール（利用料等の改定に当たって
は、その根拠を入居者に明確にすること）

要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇
する場合には、医師の意見を聴いて行うものとし、そ
の際本人の意思を確認し、身元引受人等の意見を聴く
こと
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

（　 　） 指針12(5)

1 （　 　）

2 （　 　） 指針12(6)ｲ

3 （　 　）

4 （　 　） 指針12(6)ｳ

①

②

③

④

1 （　 　）

2 （　 　）

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事
故発生の防止のための指針（事故防止マニュアル）を整備
していますか。

事故やヒヤリハットが生じた場合、その報告と分析に基づ
く再発防止策を職員に周知徹底していますか。

指針12(8)

４５
体験入居

　体験入居を希望する入居希望者に、契約前に体験入居の機会
を確保していますか。

入居募集パンフレット等において、有料老人ホームの類型
又はサ高住の登録を受けている旨及び特定施設入居者生活
介護等の種類を明示していますか。

「有料老人ホーム等に関する不当な表示」（平成16年公正
取引委員会告示第３号）を遵守し、実態と乖離のない正確
な表示をしていますか。

介護が必要となった場合の介護を行う場所（入居居室でな
い場合の当該居室の利用権の有無等）、介護費用について
誤解を与えない表示をしていますか。

指針12(7)入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、苦情
処理体制を整備していますか。

外部の苦情処理機関（行政機関の窓口等）について入居者
に周知していますか。

前項１～３の措置を適切に実施するための担当者を置いて
いますか。

事故発生防止のための委員会及び職員研修を定期的に実施
していますか。
※テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

入居希望者の介護度や医療の必要度等に応じて手数料
を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助
長するとの誤解を与えるような手数料の設定を行わな
いこと。

情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に
比べて高額な手数料と引き換えに、優先的な入居希望
者の紹介を求めないこと。

情報提供事業者の選定に当たっては、当該情報提供等
事業者が入居希望者に提供するサービス内容やその対
価たる手数料の有無・金額についてあらかじめ把握す
ることが望ましいこと。

高齢者住まい事業者団体連合会が運営する高齢者向け
住まい紹介事業者届出公表制度に届出を行い、行動指
針を遵守している事業者を選定することが望ましいこ
と。

４６
入居者募集等

４７
苦情解決の方法

４８
事故発生の防止の
対応

指針12(6)ｱ
指針13(4)

入居者募集に当り、高齢者向け住まいへの入居を希望する
者に関する情報提供等事業者と委託契約を締結する場合
は、次の事項に留意していますか。
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５　事業の運営・サービス等

項　　　　目 点　　　　　　検　　　　　　内　　　　　　容 評 価 摘 要

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

1 （　 　）

2 （　 　）

3 （　 　）

4 （　 　）

（　 　） 指針14(2)５１
電磁的記録等

サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市及
び入居者の家族等に連絡し、必要な措置を講じています
か。

設置者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生
した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行って
いますか。

指針12(9)

パンフレット、重要事項説明書、入居契約書、管理規程等
を公開し、求めに応じて交付していますか。

有料老人ホーム等の経営状況に関する情報について、事業
収支計画を閲覧に供するよう努め、貸借対照表等の財務諸
表について入居者等の求めがあれば写しを交付するよう配
慮していますか。

法第29条第
7項
規則第20条
の7
規則第20条
8
指針13(1)

毎年、7月１日現在における重要事項説明書を作成し、決算
報告書等の市が指定する書類と併せて市長に報告していま
すか。

指針13(5)

　交付、説明、同意、承諾その他これらに類するものを電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識
することができない方法をいう。）によって行う場合は、当該
交付等の相手方（入居者等）の承諾を得ていますか。

介護に関わる職員体制について「1.5：1以上」、「2：1以
上」または「2.5：1以上」の表示を行おうとする有料老人
ホームにあっては、介護に関わる職員の割合を年度ごとに
算定し、表示と実態の乖離がないか自ら検証するととも
に、入居者等に対して算定方法及び算定結果について説明
していますか。

指針13(2)

指針13(3)
法第29条第
11項
規則第21条
の2
前橋市ホー
ムページ
「【事業者
向け】有料
老人ホーム
の設置届、
変更届等の
手続きにつ
いて」〇定
期報告

事故状況及び事故処置を記録していますか。

４９
事故発生時の対応

５０
情報開示等
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委員会・研修・訓練の実施状況

1　委員会開催状況

感染症及び食中毒の予
防及びまん延の防止の
ための対策を検討する
委員会

※以下の内容が確認できる既存資料の提出でも可

委員会 開催頻度 前年度 開催日 現年度 開催日

身体的拘束等の適正化
のための対策を検討す
る委員会

事故発生防止のための
委員会

虐待の防止のための対
策を検討する委員会

その他（記載してくださ
い）

その他（記載してくださ
い）

その他（記載してくださ
い）
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２　研修実施状況

区分

高齢者虐
待防止関
係

研修名等具体的内容 前年度 実施日 現年度 実施日

事故発生
防止関係

業務継続
計画関係

身体的拘
束等の適正
化関係

感染症・食
中毒予防ま
ん延防止関
係

その他（記
載してくだ
さい）

その他（記
載してくだ
さい）
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３　訓練実施状況

区分

※運営懇談会については、「27　運営懇談会の設置等」欄に、直近の開催日を記載してください。

訓練名等具体的内容 前年度 実施日 現年度 実施日

その他（記
載してくだ
さい）

業務継続
計画関係

感染症予
防まん延防
止関係

※防災訓練（避難訓練）については、「８非常災害時等、緊急時の対応」の４に実施日を記載してくださ
い。

その他（記
載してくだ
さい）

有料老人ホーム等 26


